
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様へのお便り 

防災おうめ  掲 示 板 用  

 

防火・防災に関するお問合せ 
青梅消防署 

 

青梅市師岡町３－２－５  ０４２８－２２－０１１９

日向和田出張所 

 
青梅市日向和田２－３０９－１


０４２８－２４－０１１９

長淵出張所 

 

青梅市長淵３－２０３－３


０４２８－２１－０１１９

 

令和３年３月 
臨時号 

 
青梅防火防災協会 

青梅消防署 

 

 住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなる

おそれがあります。 

 設置年月を確認し、設置から１０年を目安に本体の交換をしましょう！ 

または 

本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて点検できます。 

正常な場合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。 

ボタンを 

押す！ 

ひもを 

引く！ 

住宅用火災警報器の点検方法 

※一般的に点検の際の音声等は自動で停止します。

 住宅用火災警報器の購入方法 
ホームセンターや家電量販店、防火設備取扱店などで購入できます。 

悪質な訪問販売等に注意しましょう。 

消防職員が住宅用火災警報器を 

販売することはありません。 

万が一、悪質販売の被害にあってしまったら、 

クーリングオフ制度を活用して解約することができます。 

詳しくは、区市町村の消費者生活相談センターに 

ご相談ください。 

注意！ 

 
  居間、リビング、子供部屋、寝室などの各居室と階段、台所の天井または壁に設置が必要です。 

  （浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。） 

  自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はありません。 

住宅用火災警報器の取り付け場所は？ 

 

住宅用火災警報器の取り付け位置は？ 

● 壁に取り付ける場合 

≪ここに注意！！≫ 

► エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から、１．５ｍ以上離しましょう。 

► ストーブなどの熱または煙の影響を受けない位置にしましょう。 

  天井から１５cm 以上５０cm 以内の位置に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けま

す。３０㎡以上の台所の壁に取り付ける場合は、煙式の住宅用火災警報器とします。 

● 天井に取り付ける場合 

 壁やはりから６０cm 以上離れた、天

井の中央付近に取り付けます。 

（熱式の場合は、４０cm 以上） 

 
ご注意ください 

 住宅用火災警報器の機種によって、取り付けの注意点が異なります。製品に付属している取扱説明書を必

ず確認してください。 

 取り付けは、高所での作業となり、転倒や落下などの危険があります。安定した足場を確保して、作業を

安全に行ってください。 


